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北竜町総合計画事業費総括表
（平成21年度〜平成30年度）

項　　　目 事業費 
H21 ～ 30

事業費
Ｈ 21 ～ 23

財　　源　　内　　訳 事業年度別内訳

国庫
支出金

道費
支出金 地方債 その他 一般

財源 21 年度 22 年度 23 年度

１．活力と交流に満ちた
　　ふるさと北竜 6,110,387 1,573,725 737,410 343,313 90,200 104,990 297,812 641,466 398,752 533,507 

1. 農業の振興 5,326,937 1,238,725 616,410 321,545 0 86,990 213,780 418,966 329,902 489,857 

2. 観光の振興 508,000 204,600 121,000 0 61,700 0 21,900 197,200 3,700 3,700 

3. 商工業の振興 168,250 75,450 0 0 28,500 0 46,950 13,550 43,500 18,400 

4. 林業の振興 107,200 54,950 0 21,768 0 18,000 15,182 11,750 21,650 21,550 

２．健やかでやさしい
　　ふるさと北竜 779,950 154,150 4,500 0 8,100 6,000 135,550 21,900 23,600 108,650 

1. 健康づくり・医療体制
　 の充実 12,700 12,700 0 0 8,100 0 4,600 4,100 8,600 0 

2. 高齢者支援の充実 661,950 141,450 4,500 0 0 6,000 130,950 17,800 15,000 108,650 

3. 障がい者支援の充実 3,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. 子育て支援の充実 102,300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

３．美しく快適・安全な
　　ふるさと北竜 825,815 76,515 6,500 0 49,800 2,250 17,965 10,700 25,315 40,500 

1. 環境の保全と創造 28,000 5,000 0 0 0 0 5,000 0 2,500 2,500 

2. 水道・下水道の整備 305,000 21,500 2,500 0 17,300 1,650 50 5,500 7,500 8,500 

5. 消防・防災の充実 417,815 50,015 4,000 0 32,500 600 12,915 5,200 15,315 29,500 

6. 防犯・交通安全の充実 75,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

４．生活基盤の整った
　　ふるさと北竜 2,033,500 281,900 130,750 0 122,600 0 28,550 100,300 23,300 158,300 

2. 住宅施策 ･定住促進
　 施策の推進 921,100 96,900 39,150 0 45,100 0 12,650 8,300 3,300 85,300 

3. 道路 ･ 交通網の充実 997,000 182,000 88,600 0 77,500 0 15,900 89,000 20,000 73,000 

4. 情報化の推進 115,400 3,000 3,000 0 0 0 0 3,000 0 0 

５．明るく元気な人を育む
　　ふるさと北竜 600,559 292,101 123,706 0 67,700 3,750 96,945 4,212 34,625 253,264 

1. 学校教育の充実 256,359 217,811 123,706 0 67,700 0 26,405 4,212 10,525 203,074 

2. 生涯学習社会の形成 166,200 53,290 0 0 0 0 53,290 0 3,100 50,190 

3. スポーツの振興 178,000 21,000 0 0 0 3,750 17,250 0 21,000 0 

６．みんなでつくる
　　ふるさと北竜 84,800 2,000 900 0 0 0 1,100 2,000 0 0 

 4. 計画的な自治体経営
　 の推進 84,800 2,000 900 0 0 0 1,100 2,000 0 0 

計 10,435,011 2,380,391 1,003,766 343,313 338,400 116,990 577,922 780,578 505,592 1,094,221 

北竜町総合計画策定の経過
年　月　日 項　　　目 内　　　容

19．11．30 現計画達成状況調査
現行の総合計画の達成状況や課題を把握するため、「現計画達成状況

調査シート」を作成

19．12．19

　　　 〜 21
各課ヒアリング 現計画の点検・評価のヒアリング調査を各課ごと実施

20． 4．11 現計画点検評価報告書作成
「現計画達成状況調査シート」、各課ヒアリング、各課修正により報告

書作成

20． 4．28 第１回北竜町総合計画策定委員会
策定組織体制・計画策定体系 

スケジュール・事務分担確認

20． 6． 9 第１回北竜町総合計画策定審議会

総合計画策定審議会委員の委嘱 

会長・副会長の選出 

本町の財政状況について 

総合計画の策定について（策定体系・スケジュール等）

20． 6． 9 北竜町総合計画の諮問

20． 7．22 第２回北竜町総合計画策定委員会 総合計画基本構想（検討原案）について

20． 8．27
総合計画基本計画「基本計画シート」

「ベンチマーク設定シート」作成

基本計画策定のため、各課による主要施策や成果指標（ベンチマーク）

の作成作業

20．11．14 決算審査特別委員会 議会の決算審査特別委員会にて総合計画の進捗状況を説明

20．11．17 総合計画基本計画（検討原案）修正 各課による「基本計画シート」「ベンチマーク設定シート」再修正

20．11．19 町行政懇談会 ４会場にて実施

20．11．21 第２回北竜町総合計画策定審議会 総合計画基本構想（原案）・基本計画（検討原案）について

21． 1 ．29 まちづくり等調査特別委員会
議会のまちづくり等調査特別委員会にて総合計画基本構想（案）・基本

計画（案）・実施計画について説明

21． 1 ．30 第３回北竜町総合計画策定委員会
総合計画基本構想（案）・基本計画（案）について 

実施計画について

21． 2． 4 第３回北竜町総合計画策定審議会
総合計画基本構想（案）・基本計画（案）について 

実施計画について

21． 2．16 まちづくり等調査特別委員会 総合計画（案）について説明

21． 2．20 第４回北竜町総合計画策定委員会 北竜町総合計画の策定について

21． 2．24 第４回北竜町総合計画策定審議会
北竜町総合計画の策定について

北竜町総合計画の答申について

21． 2．24 北竜町総合計画の答申

21． 3． 5 平成 21 年第１回北竜町議会定例会 北竜町総合計画の議決
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北竜町総合計画策定審議会設置規則

（昭和63年３月18日）　　　規　則　第　２　号　　　　

改正／平成10年２月28日規則第１号　
　　　平成20年３月28日規則第11号　

（設　　置）

第１条　北竜町が明るく豊かな近代的な町づくりの形成と創造豊かな調和のとれた町に振興発展し

て行くための長期的な基本構想の樹立、並びに基本計画に関して町長の諮問に答えるため、北竜

町総合計画策定審議会（以下「審議会」という。）を設置する。

（審議事項）

第２条　審議会は町長の諮問に応じ、次の各号について審議する。

⑴　基本構想に関すること。

⑵　基本計画に関すること。

⑶　実施計画に関すること。

⑷　前３号に掲げるほか、町長が特に必要と認めた事項に関すること。

（組　　織）

第３条　審議会は、委員15名以内をもって組織し、別表に掲げる所属団体の職にあるものを町長が

委嘱する。ただし、所属団体のその職を辞したものは、その後任者を引き続き委嘱するものとする。

（委員の任期）

第４条　委員の任期は、第２条各号の規定に基づく計画策定期間までとする。

（審議会役員）

第５条　審議会に会長並びに副会長を置く。

（会　　議）

第６条　審議会の招集は、町長が行う。

２　審議会の議長は、会長が当たる。

３　審議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

（委員の報酬等）

第７条　審議会委員の報酬及び費用弁償の支給については、非常勤職員の報酬及び費用弁償支給に

関する条例（昭和50年条例第22号）を準用し、同条例別表「その他の非常勤の委員」相当額を支

給する。

（そ の 他）

第８条　審議会の運営に関し、この規則に定めのない事項については、町長が別に定める。

　附　　則

　この規則は、公布の日から施行する。

　附　　則（平成10年２月28日規則第１号）

　この規則は、平成10年３月１日から施行する。

　附　　則（平成20年３月28日規則第11号）

（施行期日）

　この規則は、平成20年４月１日から施行する。

別表（第３条関係）

 　　　　北竜町総合計画策定審議会委員

団　体　名 職　名

北竜町議会 議長

北竜町議会 副議長

北竜町議会総務産業常任委員会 委員長

ＪＡきたそらち北竜支所 地区代表理事

北竜土地改良区 理事長

北竜町商工会 会長

北竜町農業委員会 会長

北竜町教育委員会 委員長

北竜町社会福祉協議会 会長

北竜町ひまわり観光協会 会長

北竜町老人クラブ連合会 会長

北竜町町内会長連絡協議会 会長

一般町民代表

一般町民代表

一般町民代表
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北竜町総合計画策定審議会委員
団　体　名 職　　　　名 氏　　　　名 備　　考

北竜町議会 議　　　　長 佐々木　康　宏 会　　長

北竜町議会 副 　 議 　 長 松　永　　　毅

北竜町議会総務産業常任委員会 委　 員 　 長 澤　田　正　人

JA きたそらち北竜支所 地区代表理事 小　松　正　美 副 会 長

北竜土地改良区 理 　 事 　 長 金　山　信　幸

北竜町商工会 会　　　　長 小　松　忠　彦

北竜町農業委員会 会　　　　長 佐　藤　健　一

北竜町教育委員会 委 　 員 　 長 高　田　敏　幸

北竜町社会福祉協議会 会　　　　長 田　中　盛　亮

北竜町ひまわり観光協会 会　　　　長 藤　岡　雍　泰

北竜町老人クラブ連合会 会　　　　長 澤　田　隆　司

北竜町町内会長連絡協議会 会　　　　長 四　辻　　　進

一般町民代表 金　山　サ　ワ

一般町民代表 土　居　ひ　で

一般町民代表 中　村　裕　世

職　　　名 氏　　　名 備　　　考

副町長 佐　野　　　豊 委 員 長

教育長 竹　内　範　行 副委員長

総務課長 井　上　　　孝 事務局長

産業課長 山　田　伸　裕

建設課長 橋　本　義　幸

住民課長 坂　井　荘壱郎

出納室長 鎌　田　正　志

教育委員会次長 北　島　　　進

議会事務局長 本　多　一　志

消防支署長 井　上　幸　治

地域包括支援センター長 中　村　道　人

永楽園次長 杉　山　泰　裕

総務課企画係長 細　川　直　洋 事 務 局

北竜町総合計画策定委員会委員
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北竜町総合計画の諮問
北 　 総 　 企 　 号
平成 20 年６月９日

　北竜町総合計画策定審議会

　　　会長　　佐々木　康　宏　様

北竜町長　　西　野　陽　一　

北竜町総合計画の策定について（諮問）
　北竜町のまちづくりと住民福祉の向上を図るため、北竜町総合計画の策定にあたり、
次の事項について諮問しますので、貴審議会のご審議をお願い申し上げます。

記

　　１．諮問事項
　　　（１）北竜町総合計画基本構想
　　　（２）北竜町総合計画基本計画
　　　（３）北竜町総合計画実施計画

北 　 総 　 企 　 号
平成 21 年 2 月 24 日

　北竜町長　　西　野　陽　一　様
北竜町総合計画策定審議会 　　

会　長　　佐々木　康　宏　

北竜町総合計画の答申について
　北竜町総合計画策定審議会設置規則第２条の規定にもとづき、諮問のあった北竜町総
合計画について、次のとおり答申します。

記

（１）　北竜町総合計画（基本構想・基本計画・実施計画）については、現計画の課題・
問題点を分析し、１０年後に向けてのあるべき北竜町の姿を展望し、４回にわ
たり審議会を開催して様々な角度から検討を重ねてきたところであります。

　　　その結果、本計画は、今後の行政運営の指針となるものとして評価でき、概
ね適切であると判断します。

（２）　本計画の推進に当たっては、社会情勢等本町をとりまく状況の変化に対応し、
より現実的・効果的な事業を展開するとともに、その管理についても最善の努
力をされますよう切望いたします。

北竜町総合計画の答申


